
４
月

10
月

４
月

４
月

７
月

10
月

事
前
調
査
方
法
の
明
確
化

分
析
調
査
を
不
要
と
す
る
規
定
の

吹
付
け
材
へ
の
適
用

事
前
調
査
・
分
析
調
査
を
行
う
者
の

要
件
新
設

事
前
調
査
及
び
分
析
調
査
結
果
の 記
録
等

解
体
・
改
修
工
事
に
係
る
事
前
調
査

結
果
等
の
届
出
制
度
の
新
設

石
綿
含
有
成
形
品
に
対
す
る
措
置

の
強
化
（
切
断
等
の
原
則
禁
止
）

作
業
実
施
状
況
の
写
真
等
に
よ
る

記
録
の
義
務
化

計
画
届
の
対
象
拡
大

け
い
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
板
第
１
種
を

切
断
等
す
る
場
合
の
措
置
の
新
設

負
圧
隔
離
を
要
す
る
作
業
に
係
る

措
置
の
強
化

改正石綿則・安衛則の公布

周
知

令
和
３
年
４
月
施
行

労
働
者
ご
と
の
作
業
の
記
録
項
目 の
追
加

発
注
者
に
よ
る
事
前
調
査
・
作
業
状
況

の
記
録
に
対
す
る
配
慮

仕
上
塗
材
を
電
動
工
具
を
使
用
し
て

除
去
す
る
場
合
の
措
置
の
新
設

令
和
２
年
度

石
綿
障
害
予
防
規
則
等
の
改
正
事
項
と
施
行
日

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

周
知

令
和
３
年
４
月
施
行

周
知
、
事
前
調
査
・
分
析
調
査
を
行
う
資
格
を
有
す
る
者
の
育
成
（
全
国
的
な
講
習
の
実
施
）

令
和
５
年
10

月
施
行

周
知

令
和
３
年
４
月
施
行

周
知

令
和
３
年
４
月
施
行

周
知
、
電
子
届
出
シ
ス
テ
ム
の
開
発

令
和
４
年
４
月
施
行

周
知

令
和
３
年
４
月
施
行

周
知

令
和
３
年
４
月
施
行

周
知

令
和
２
年
10
月
施
行

周
知

令
和
３
年
４
月
施
行

周
知

令
和
３
年
４
月
施
行

周
知

令
和
３
年
４
月
施
行

周
知

令
和
２
年
10
月
施
行
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